
議案第４４号 

さいたま市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成２７年２月４日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

さいたま市職員等の旅費に関する条例（平成１３年さいたま市条例第４５号）の一

部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ～  ［略］  ～  ［略］ 

 赴任 新たに採用された職員のうち、本市の

要請により国家公務員又は他の地方公共団体の

職員から引き続いて職員となったものその他任

用の事情を考慮し市長が別に定めるものがその

採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在

勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が

その転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在

勤公署に旅行することをいう。 

 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴

う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に

旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任

に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に

旅行することをいう。 

 ～  ［略］  ～  ［略］ 

 市長等 市長、副市長、水道事業管理者、教

育長、常勤の監査委員及び特別職の秘書をいう。

 市長等 市長、副市長、水道事業管理者、常

勤の監査委員及び特別職の秘書をいう。 

 ［略］   ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 



 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律（平成２６年法律第７６号）附則第２条第１項の規定によりなお従前の例

により在職するものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関

する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１６条第１項の教育委員会の教育長の旅

費については、この条例による改正後のさいたま市職員等の旅費に関する条例の規

定は、適用しない。 


